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○ 物件事故 １４件

○ 人身事故 ２件

高齢者の交通事故防止
歩行者の皆さんへ

① 反射材用品や明るい目立つ衣服を着用しましょう！

② 横断歩道を利用しましょう！

③ 危険な横断はやめましょう！

ドライバーの皆さんへ
① 早めのライト点灯！ハイビームを活用しましょう！

② 横断歩道は、歩行者優先です！

虐待かも・・・！？

と思ったあなた！

ためらわずに連絡して

下さい！

秋から冬にかけては、

夕暮れから夜間に高齢歩行者の

交通死亡事故が増加傾向

全歩行中死者の約７割が高齢歩行者！

◎ 日常的にけがをしている

◎ 児童の泣き声や保護者の怒鳴り声が聞こえてくる
◎ 汚れた服を着ている、ベランダ等にゴミが散乱している
◎ 家に帰りたがらず、保護者におびえている

2 児童虐待の着眼点

あなたの身の回りで、このようなことはありませんか？

１ 児童虐待とは・・・？

「児童虐待」とは、保護者が監護する児童（１８歳未満）に対し、身
体的虐待、性的虐待、怠慢・拒否（ネグレクト）又は心理的虐待を加
えることをいいます。


